
広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
八
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
条
例
第
六
号 

広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条

広
島
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分

手
数
料
の
名
称 

金

額

法
律
名 

事
務
の
区
分

手
数
料
の
名
称 

金

額

建
築
基

準
法
（

昭
和
二

十
五
年

法
律
第

二
百
一

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

建
築
基

準
法
（

昭
和
二

十
五
年

法
律
第

二
百
一

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
六
条
の
三
第
一
項

又
は
第
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
法
第
六

条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
構
造
計
算
適
合
性

判
定
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
構
造
計
算
適

合
性
判
定
」
と
い
う
。

）

構
造
計
算
適
合

性
判
定
手
数
料

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
建
築
物
（
建
築

物
の
一
部
が
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、

当
該
部
分
を
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
建

築
物
と
し
、
建
築

物
の
二
以
上
の
部

分
が
エ
キ
ス
パ
ン

シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン

ト
そ
の
他
の
相
互

に
応
力
を
伝
え
な

い
構
造
方
法
の
み

で
接
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
し
て
、
構

造
計
算
適
合
性
判

定
を
必
要
と
す
る

建
築
物
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
対
象 

建
築
物
」
と
い
う
。

）
一
棟
ご
と
に
、

構
造
計
算
適
合
性

判
定
対
象
建
築
物

の
床
面
積
の
合
計

（
既
存
建
築
物
の

全
部
又
は
一
部
を

含
ん
で
構
造
計
算

適
合
性
判
定
を
必

要
と
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
構
造 

法
第
六
条
の
三
第
一
項

又
は
第
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
法
第
六

条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
構
造
計
算
適
合
性

判
定
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
構
造
計
算
適

合
性
判
定
」
と
い
う
。

）

構
造
計
算
適
合

性
判
定
手
数
料

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
建
築
物
（
建
築

物
の
一
部
が
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、

当
該
部
分
を
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
建

築
物
と
し
、
建
築

物
の
二
以
上
の
部

分
が
エ
キ
ス
パ
ン

シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン

ト
そ
の
他
の
相
互

に
応
力
を
伝
え
な

い
構
造
方
法
の
み

で
接
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
し
て
、
構

造
計
算
適
合
性
判

定
を
必
要
と
す
る

建
築
物
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
対
象 

建
築
物
」
と
い
う
。

）
一
棟
ご
と
に
、

構
造
計
算
適
合
性

判
定
対
象
建
築
物

の
床
面
積
の
合
計

（
既
存
建
築
物
の

全
部
又
は
一
部
を

含
ん
で
構
造
計
算

適
合
性
判
定
を
必

要
と
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
構
造 



   
 

 

計
算
適
合
性
判
定

の
対
象
と
な
る
床

面
積
に
当
該
既
存

建
築
物
の
床
面
積

を
加
え
る
も
の
と

し
、
法
第
六
条
第

四
項
、
法
第
六
条

の
二
第
一
項
若
し

く
は
法
第
十
八
条

第
三
項
に
規
定
す

る
確
認
済
証
又
は

法
第
六
条
の
三
第

四
項
若
し
く
は
法

第
十
八
条
第
七
項

に
規
定
す
る
構
造

計
算
適
合
性
判
定

の
結
果
を
記
載
し

た
通
知
書
の
交
付

を
受
け
た
建
築
物

の
計
画
の
変
更
を

す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
計
画

の
変
更
に
伴
い
構

造
計
算
適
合
性
判

定
が
必
要
と
な
る

建
築
物
の
床
面
積

を
い
う
。
一
か
ら

五
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
一
か

ら
五
ま
で
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
当

該
区
分
に
定
め
る

額
を
合
算
し
た
額 

一 

構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象

建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

二
〇
九
、

〇
〇
〇
円
（
法

第
二
十
条
第
一

項
第
二
号
イ
又

は
第
三
号
イ
に

規
定
す
る
国
土

交
通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
（
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
大
臣
認

定
プ
ロ
グ
ラ
ム

」
と
い
う
。
）

に
よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
一

八
七
、
〇
〇
〇

円
） 

二 

構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象

建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

二
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

二

三
八
、
〇
〇
〇

円
（
大
臣
認
定 

 
 

 

計
算
適
合
性
判
定

の
対
象
と
な
る
床

面
積
に
当
該
既
存

建
築
物
の
床
面
積

を
加
え
る
も
の
と

し
、
法
第
六
条
第

四
項
、
法
第
六
条

の
二
第
一
項
若
し

く
は
法
第
十
八
条

第
三
項
に
規
定
す

る
確
認
済
証
又
は

法
第
六
条
の
三
第

四
項
若
し
く
は
法

第
十
八
条
第
七
項

に
規
定
す
る
構
造

計
算
適
合
性
判
定

の
結
果
を
記
載
し

た
通
知
書
の
交
付

を
受
け
た
建
築
物

の
計
画
の
変
更
を

す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
計
画

の
変
更
に
伴
い
構

造
計
算
適
合
性
判

定
が
必
要
と
な
る

建
築
物
の
床
面
積

を
い
う
。
一
か
ら

五
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
一
か

ら
五
ま
で
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
当

該
区
分
に
定
め
る

額
を
合
算
し
た
額

一 

構
造
計
算
適 

合
性
判
定
対
象 

建
築
物
の
床
面 

積
の
合
計
が
一
、 

〇
〇
〇
平
方
メ 

ー
ト
ル
以
内
の 

も
の 
一
八
七
、

〇
〇
〇
円
（
法

第
二
十
条
第
一

項
第
二
号
イ
又

は
第
三
号
イ
に

規
定
す
る
国
土

交
通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
（
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
大
臣
認

定
プ
ロ
グ
ラ
ム 

」
と
い
う
。
）

に
よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
一

六
七
、
〇
〇
〇

円
） 

二 

構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象

建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

二
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

二

一
一
、
〇
〇
〇

円
（
大
臣
認
定 



   
 

 

プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
二
一

二
、
〇
〇
〇
円

） 

三 

構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象

建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

一
〇
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の 

三
六
六
、
〇
〇

〇
円
（
大
臣
認

定
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
三

二
一
、
〇
〇
〇

円
） 

四 

構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象

建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
が
一

〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
〇
、
〇

〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も

の 

四
七
一
、

〇
〇
〇
円
（
大

臣
認
定
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
よ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、 

四
一
一
、
〇
〇

〇
円
） 

五 

構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象

建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
が
五

〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

六
八
五
、
〇
〇

〇
円
（
大
臣
認

定
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
五

九
一
、
〇
〇
〇

円
） 

 
 

 

プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
一
八

九
、
〇
〇
〇
円

） 

三 

構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象

建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

一
〇
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の 

三
二
九
、
〇
〇

〇
円
（
大
臣
認

定
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
二

九
〇
、
〇
〇
〇

円
） 

四 

構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象

建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
が
一

〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
〇
、
〇

〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も

の 

四
一
一
、

〇
〇
〇
円
（
大

臣
認
定
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
よ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、 

三
六
一
、
〇
〇

〇
円
） 

五 
構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象

建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
が
五

〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

五
七
七
、
〇
〇

〇
円
（
大
臣
認

定
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
五

〇
二
、
〇
〇
〇

円
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
八
十
七
条
の
三
第

七
項
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
用
途
を
変
更
し

て
一
時
的
に
特
別
興
行

場
等
と
し
て
使
用
す
る

場
合
に
お
け
る
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
八
十
七
条
の
三
第

七
項
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
用
途
を
変
更
し

て
一
時
的
に
特
別
興
行

場
等
と
し
て
使
用
す
る

場
合
に
お
け
る
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

建
築
基
準
法
施
行
令
（

昭
和
二
十
五
年
政
令
第

三
百
三
十
八
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
令

」
と
い
う
。
）
第
百
三

十
七
条
の
十
二
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
建
築
物 

建
築
物
の
敷
地

と
道
路
と
の
関

係
の
緩
和
認
定

申
請
手
数
料 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

 

 
 

 
 



   

の
敷
地
と
道
路
と
の
関

係
に
関
す
る
制
限
の
緩

和
に
係
る
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

 
  

 
 

 

 

令
第
百
三
十
七
条
の
十

二
第
七
項
の
規
定
に
よ

る
道
路
内
に
お
け
る
建 

道
路
内
に
お
け

る
建
築
の
緩
和

認
定
申
請
手
数 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

 

 
 

 
 

 

築
に
関
す
る
制
限
の
緩

和
に
係
る
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

料 
 

 
 

 
 

家
畜
伝 

染
病
予 

防
法
（

昭
和
二

十
六
年

法
律
第

百
六
十

六
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」 

と
い
う
。 

） 

法
第
四
条
の
二
第
五
項
、 

第
五
条
第
一
項
、
第
三 

十
一
条
第
一
項
又
は
第 

五
十
一
条
第
一
項
の
規 

定
に
よ
る
家
畜
の
検
査
（

（
法
第
五
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
る
家
畜
の
検 

査
に
あ
っ
て
は
、
監
視 

伝
染
病
の
発
生
を
予
防 

す
る
た
め
の
も
の
に
限

る
。
） 

 

家
畜
検
査
手
数 

料 

（
略
） 

家
畜
伝 

染
病
予 

防
法
（

昭
和
二

十
六
年

法
律
第

百
六
十

六
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」 

と
い
う
。 

） 
法
第
四
条
の
二
第
五
項
、 

第
五
条
第
一
項
、
第
三 

十
一
条
第
一
項
又
は
第 

五
十
一
条
第
一
項
の
規 

定
に
よ
る
家
畜
の
検
査
（

（
法
第
五
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
る
家
畜
の
検 

査
に
あ
っ
て
は
、
監
視 

伝
染
病
の
発
生
を
予
防 

す
る
た
め
の
も
の
に
限

る
。
） 

 

家
畜
検
査
手
数 

料 

（
略
） 

十
四 

豚
熱
検
査 

 
 

七
〇
〇
円 

十
四 

豚
熱
検
査 

三
五
〇
円 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

職
業
能

力
開
発

促
進
法

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
法

」
と
い

う
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

職
業
能

力
開
発

促
進
法

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
法

」
と
い

う
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
四
十
四
条
第
一
項

及
び
令
第
二
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
技
能
検

定
の
実
技
試
験
の
実
施 

 

技
能
検
定
の
実

技
試
験
手
数
料 

（
略
） 

法
第
四
十
四
条
第
一
項

及
び
令
第
二
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
技
能
検

定
の
実
技
試
験
の
実
施 

 

技
能
検
定
の
実

技
試
験
手
数
料 

（
略
） 

二 

特
級
以
外
の

等
級
の
技
能
検

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
（
三

級
の
技
能
検
定

を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
在
校
生

（
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十

六
号
）
に
よ
る

大
学
、
短
期
大

学
、
高
等
専
門

学
校
、
高
等
学

校
、
中
等
教
育

学
校
の
後
期
課

程
、
特
別
支
援

学
校
の
高
等
部
、

専
修
学
校
若
し

く
は
各
種
学
校

に
在
校
す
る
者

又
は
法
に
よ
る

公
共
職
業
能
力

開
発
施
設
、
職

業
能
力
開
発
総

合
大
学
校
若
し

く
は
認
定
職
業

訓
練
施
設
の
訓

練
生
（
就
職
し

て
い
る
者
、
短

期
課
程
の
普
通

職
業
訓
練
を
受

け
て
い
る
者
及

び
専
門
短
期
課

程
又
は
応
用
短

期
課
程
の
高
度

職
業
訓
練
を
受

け
て
い
る
者
を

除
く
。
）
そ
の 

二 

特
級
以
外
の

等
級
の
技
能
検

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
（
三

級
の
技
能
検
定

を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
在
校
生

（
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十

六
号
）
に
よ
る

大
学
、
短
期
大

学
、
高
等
専
門

学
校
、
高
等
学

校
、
中
等
教
育

学
校
の
後
期
課

程
、
特
別
支
援

学
校
の
高
等
部
、

専
修
学
校
若
し

く
は
各
種
学
校

に
在
校
す
る
者

又
は
法
に
よ
る

公
共
職
業
能
力

開
発
施
設
、
職

業
能
力
開
発
総

合
大
学
校
若
し

く
は
認
定
職
業

訓
練
施
設
の
訓

練
生
（
就
職
し

て
い
る
者
、
短

期
課
程
の
普
通

職
業
訓
練
を
受

け
て
い
る
者
及

び
専
門
短
期
課

程
又
は
応
用
短

期
課
程
の
高
度

職
業
訓
練
を
受

け
て
い
る
者
を

除
く
。
）
そ
の 



   
 

 

他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
も
の
と
し

て
知
事
が
認
め

る
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

を
除
く
。
三
及

び
四
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
、

機
械
検
査
又
は

婦
人
子
供
服
製

造
の
い
ず
れ
か

の
職
種
の
技
能

検
定
を
受
け
る

場
合 

一
五
、

一
〇
〇
円
（
実

技
試
験
を
実
施

す
る
日
が
属
す

る
年
度
の
四
月

一
日
に
お
い
て

二
十
三
歳
に
達

し
て
い
な
い
者

で
あ
っ
て
、
実

技
試
験
受
検
申

請
日
に
お
い
て

雇
用
保
険
法
（

昭
和
四
十
九
年

法
律
第
百
十
六

号
）
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す

る
被
保
険
者
及

び
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定

法
（
昭
和
二
十

六
年
政
令
第
三

百
十
九
号
）
別

表
第
一
の
上
欄

の
在
留
資
格
を

も
っ
て
在
留
す

る
者
で
な
い
も

の
（
以
下
「
二

十
三
歳
未
満
の

雇
用
保
険
被
保

険
者
及
び
在
留

資
格
者
で
な
い 

も
の
」
と
い
う
。 

）
が
三
級
の
技

能
検
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は

一
〇
、
六
〇
〇

円
、
実
技
試
験

を
実
施
す
る
日

が
属
す
る
年
度

の
四
月
一
日
に

お
い
て
二
十
三

歳
に
達
し
て
い

な
い
者
で
あ
っ

て
、
実
技
試
験

受
検
申
請
日
に

お
い
て
雇
用
保

険
法
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す

る
被
保
険
者
で

あ
り
、
か
つ
、

出
入
国
管
理
及

び
難
民
認
定
法

別
表
第
一
の
上 

 
 

 

他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
も
の
と
し

て
知
事
が
認
め

る
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

を
除
く
。
三
及

び
四
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
、

機
械
検
査
又
は

婦
人
子
供
服
製

造
の
い
ず
れ
か

の
職
種
の
技
能

検
定
を
受
け
る

場
合 

一
五
、

一
〇
〇
円
（
実

技
試
験
を
実
施

す
る
日
が
属
す

る
年
度
の
四
月

一
日
に
お
い
て

二
十
五
歳
に
達

し
て
い
な
い
者

で
あ
っ
て
、
実

技
試
験
受
検
申

請
日
に
お
い
て

雇
用
保
険
法
（

昭
和
四
十
九
年

法
律
第
百
十
六

号
）
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す

る
被
保
険
者
で

あ
り
、
か
つ
、

出
入
国
管
理
及

び
難
民
認
定
法

（
昭
和
二
十
六

年
政
令
第
三
百

十
九
号
）
別
表

第
一
の
上
欄
の

在
留
資
格
を
も

っ
て
在
留
す
る

者
で
な
い
も
の

（
以
下
「
二
十

五
歳
未
満
の
雇

用
保
険
被
保
険

者
で
あ
り
在
留

資
格
者
で
な
い 

も
の
」
と
い
う
。 

）
が
二
級
又
は

三
級
の
技
能
検

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
六
、

一
〇
〇
円
） 



   
 

 

欄
の
在
留
資
格

を
も
っ
て
在
留

す
る
者
で
な
い

も
の
（
以
下
「

二
十
三
歳
未
満

の
雇
用
保
険
被

保
険
者
で
あ
り

在
留
資
格
者
で

な
い
も
の
」
と

い
う
。
）
が
三

級
の
技
能
検
定

を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
六
、
一

〇
〇
円
） 

 
 

 
 

 
 

 
三 

特
級
以
外
の

等
級
の
技
能
検

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
、

和
裁
、
テ
ク
ニ

カ
ル
イ
ラ
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
、

機
械
・
プ
ラ
ン

ト
製
図
又
は
電

気
製
図
の
い
ず

れ
か
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

一

三
、
三
〇
〇
円

（
二
十
三
歳
未

満
の
雇
用
保
険

被
保
険
者
及
び

在
留
資
格
者
で

な
い
も
の
が
三

級
の
技
能
検
定

を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
八
、
八

〇
〇
円
、
二
十

三
歳
未
満
の
雇

用
保
険
被
保
険

者
で
あ
り
在
留

資
格
者
で
な
い

も
の
が
三
級
の

技
能
検
定
を
受

け
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
っ
て

は
四
、
三
〇
〇

円
） 

 
 

 

三 

特
級
以
外
の

等
級
の
技
能
検 

 

定
を
受
け
よ
う 

と
す
る
者
が
、 

和
裁
、
テ
ク
ニ

カ
ル
イ
ラ
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
、

機
械
・
プ
ラ
ン

ト
製
図
又
は
電

気
製
図
の
い
ず

れ
か
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

一

三
、
三
〇
〇
円

（
二
十
五
歳
未

満
の
雇
用
保
険

被
保
険
者
で
あ

り
在
留
資
格
者

で
な
い
も
の
が

二
級
又
は
三
級

の
技
能
検
定
を

受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
っ

て
は
四
、
三
〇

〇
円
） 

 
 

 

四 

特
級
以
外
の

等
級
の
技
能
検

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
二

又
は
三
に
掲
げ

る
職
種
以
外
の

職
種
の
技
能
検

定
を
受
け
る
場

合 

一
八
、
二

〇
〇
円
（
二
十

三
歳
未
満
の
雇

用
保
険
被
保
険

者
及
び
在
留
資

格
者
で
な
い
も

の
が
三
級
の
技

能
検
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は 

 
 

 

四 

特
級
以
外
の

等
級
の
技
能
検

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
二

又
は
三
に
掲
げ

る
職
種
以
外
の

職
種
の
技
能
検

定
を
受
け
る
場

合 

一
八
、
二

〇
〇
円
（
二
十

五
歳
未
満
の
雇

用
保
険
被
保
険

者
で
あ
り
在
留

資
格
者
で
な
い

も
の
が
二
級
又 

は
三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合 



   
 

 

一
三
、
七
〇
〇

円
、
二
十
三
歳

未
満
の
雇
用
保

険
被
保
険
者
で

あ
り
在
留
資
格

者
で
な
い
も
の

が
三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
九
、

二
〇
〇
円
） 

 
 

 

に
あ
っ
て
は
九
、

二
〇
〇
円
） 

 
 

 

五 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
在
校

生
が
二
に
掲
げ

る
職
種
の
い
ず

れ
か
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

一

〇
、
一
〇
〇
円

（
二
十
三
歳
未

満
の
雇
用
保
険

被
保
険
者
及
び

在
留
資
格
者
で

な
い
も
の
に
あ

っ
て
は
五
、
六

〇
〇
円
、
二
十

三
歳
未
満
の
雇

用
保
険
被
保
険

者
で
あ
り
在
留

資
格
者
で
な
い

も
の
に
あ
っ
て

は
二
、
九
〇
〇

円
） 

 
 

 

五 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
在
校

生
が
二
に
掲
げ

る
職
種
の
い
ず

れ
か
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

一

〇
、
一
〇
〇
円

（
二
十
五
歳
未

満
の
雇
用
保
険

被
保
険
者
で
あ

り
在
留
資
格
者

で
な
い
も
の
に

あ
っ
て
は
二
、

九
〇
〇
円
） 

 
 

 

六 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
在
校

生
が
三
に
掲
げ

る
職
種
の
い
ず

れ
か
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

八
、

九
〇
〇
円
（
二

十
三
歳
未
満
の

雇
用
保
険
被
保

険
者
及
び
在
留

資
格
者
で
な
い

も
の
に
あ
っ
て

は
四
、
四
〇
〇

円
、
二
十
三
歳

未
満
の
雇
用
保

険
被
保
険
者
で

あ
り
在
留
資
格

者
で
な
い
も
の

に
あ
っ
て
は
二
、

九
〇
〇
円
） 

 
 

 

六 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
在
校

生
が
三
に
掲
げ

る
職
種
の
い
ず

れ
か
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 
八
、

九
〇
〇
円
（
二

十
五
歳
未
満
の

雇
用
保
険
被
保

険
者
で
あ
り
在

留
資
格
者
で
な

い
も
の
に
あ
っ

て
は
二
、
九
〇

〇
円
） 

 
 

 

七 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
在
校

生
が
二
又
は
三

に
掲
げ
る
職
種

以
外
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

一

二
、
一
〇
〇
円

（
二
十
三
歳
未 

 
 

 

七 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
在
校

生
が
二
又
は
三

に
掲
げ
る
職
種

以
外
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

一

二
、
一
〇
〇
円

（
二
十
五
歳
未 



   
 

 

満
の
雇
用
保
険

被
保
険
者
及
び

在
留
資
格
者
で

な
い
も
の
に
あ

っ
て
は
七
、
六

〇
〇
円
、
二
十

三
歳
未
満
の
雇

用
保
険
被
保
険

者
で
あ
り
在
留

資
格
者
で
な
い

も
の
に
あ
っ
て

は
三
、
一
〇
〇

円
） 

 
 

 

満
の
雇
用
保
険

険
被
保
険
者
で

あ
り
在
留
資
格

者
で
な
い
も
の 

に
あ
っ
て
は
三
、 

一
〇
〇
円
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

使
用
済

自
動
車

の
再
資

源
化
等

に
関
す

る
法
律

（
平
成

十
四
年

法
律
第

八
十
七

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

使
用
済

自
動
車

の
再
資

源
化
等

に
関
す

る
法
律

（
平
成

十
四
年

法
律
第

八
十
七

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

 

健
康
保

険
法
等

の
一
部

を
改
正

す
る
法

律
（
平

成
十
八

年
法
律

第
八
十

三
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 
 

法
附
則
第
百
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た
同

法
第
二
十
六
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
介
護

保
険
法
（
以
下
「
旧
介

護
保
険
法
」
と
い
う
。

）
第
百
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
指
定

介
護
療
養
型
医
療
施
設

の
指
定
の
更
新
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

指
定
介
護
療
養

型
医
療
施
設
指

定
更
新
手
数
料 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

 
 

 

旧
介
護
保
険
法
第
百
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
の
指
定
の
変
更

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

指
定
介
護
療
養

型
医
療
施
設
指

定
変
更
手
数
料 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

高
齢
者
、 

障
害
者

等
の
移

動
等
の

円
滑
化

の
促
進

に
関
す

る
法
律

（
平
成

十
八
年

法
律
第

九
十
一

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「 

法
第
十
七
条
第
四
項
（

法
第
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
特
定
建
築
物
の
建

築
等
及
び
維
持
保
全
の

計
画
の
建
築
基
準
関
係

規
定
の
適
合
の
審
査
に

係
る
申
出
の
受
付 

特
定
建
築
物
の

建
築
等
及
び
維

持
保
全
の
計
画

の
建
築
基
準
関

係
規
定
適
合
審

査
手
数
料 

特
定
建
築
物
の
建

築
等
及
び
維
持
保

全
の
計
画
に
係
る

建
築
物
（
法
第
十

八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
場
合
は
、

計
画
の
変
更
に
係

る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の

床
面
積
の
合
計
（

建
築
物
の
建
築
又

は
大
規
模
の
修
繕
、

大
規
模
の
模
様
替

若
し
く
は
用
途
の

変
更
（
以
下
こ
の 

高
齢
者
、 

障
害
者

等
の
移

動
等
の

円
滑
化

の
促
進

に
関
す

る
法
律

（
平
成

十
八
年

法
律
第

九
十
一

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「 

法
第
十
七
条
第
四
項
（

法
第
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
特
定
建
築
物
の
建

築
等
及
び
維
持
保
全
の

計
画
の
建
築
基
準
関
係

規
定
の
適
合
の
審
査
に

係
る
申
出
の
受
付 

特
定
建
築
物
の

建
築
等
及
び
維

持
保
全
の
計
画

の
建
築
基
準
関

係
規
定
適
合
審

査
手
数
料 

特
定
建
築
物
の
建

築
等
及
び
維
持
保

全
の
計
画
に
係
る

建
築
物
（
法
第
十

八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
場
合
は
、

計
画
の
変
更
に
係

る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の

床
面
積
の
合
計
（

建
築
物
の
建
築
又

は
大
規
模
の
修
繕
、

大
規
模
の
模
様
替

若
し
く
は
用
途
の

変
更
（
以
下
こ
の 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


  

法
」
と

い
う
。

） 

 
 

項
に
お
い
て
「
用

途
変
更
等
」
と
い

う
。
）
を
す
る
場

合
の
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
、
当
該
建

築
又
は
用
途
変
更

等
に
係
る
部
分
の

床
面
積
（
建
築
基

準
法
第
六
条
第
一

項
（
同
法
第
八
十

七
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
確
認

を
受
け
た
既
存
建

築
物
の
全
部
又
は

一
部
を
含
ん
だ
建

築
又
は
用
途
変
更

等
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
建
築

に
よ
り
床
面
積
が

増
加
す
る
場
合
に

お
い
て
は
当
該
増

加
す
る
部
分
の
床

面
積
と
し
、
用
途

変
更
等
の
場
合
に

お
い
て
は
当
該
用

途
変
更
等
に
係
る

部
分
の
床
面
積
の 

二
分
の
一
と
す
る
。 

一
１
か
ら
一
９
ま 

で
に
お
い
て
同
じ
。 

）
）
の
一
１
か
ら

一
９
ま
で
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
当

該
区
分
に
定
め
る

額
に
、
建
築
基
準

法
第
六
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る

構
造
計
算
適
合
性

判
定
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
構

造
計
算
適
合
性
判

定
」
と
い
う
。
）

を
必
要
と
す
る
建

築
物
（
建
築
物
の

一
部
が
構
造
計
算

適
合
性
判
定
を
必

要
と
す
る
場
合
に

お
い
て
は
当
該
部

分
を
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
建
築
物
と

し
、
建
築
物
の
二

以
上
の
部
分
が
エ

キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン

ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の

他
の
相
互
に
応
力

を
伝
え
な
い
構
造

方
法
の
み
で
接
し

て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

別
の
建
築
物
と
し

て
構
造
計
算
適
合

性
判
定
を
必
要
と

す
る
建
築
物
と
す

る
。
以
下
こ
の
項

法
」
と

い
う
。

） 

 
 

項
に
お
い
て
「
用

途
変
更
等
」
と
い

う
。
）
を
す
る
場

合
の
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
、
当
該
建

築
又
は
用
途
変
更

等
に
係
る
部
分
の

床
面
積
（
建
築
基

準
法
第
六
条
第
一

項
（
同
法
第
八
十

七
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
確
認

を
受
け
た
既
存
建

築
物
の
全
部
又
は

一
部
を
含
ん
だ
建

築
又
は
用
途
変
更

等
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
建
築

に
よ
り
床
面
積
が

増
加
す
る
場
合
に

お
い
て
は
当
該
増

加
す
る
部
分
の
床

面
積
と
し
、
用
途

変
更
等
の
場
合
に

お
い
て
は
当
該
用

途
変
更
等
に
係
る

部
分
の
床
面
積
の 

二
分
の
一
と
す
る
。 

一
１
か
ら
一
９
ま 

で
に
お
い
て
同
じ
。 

）
）
の
一
１
か
ら

一
９
ま
で
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
当

該
区
分
に
定
め
る

額
に
、
建
築
基
準

法
第
六
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る

構
造
計
算
適
合
性

判
定
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
構

造
計
算
適
合
性
判

定
」
と
い
う
。
）

を
必
要
と
す
る
建

築
物
（
建
築
物
の

一
部
が
構
造
計
算

適
合
性
判
定
を
必

要
と
す
る
場
合
に

お
い
て
は
当
該
部

分
を
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
建
築
物
と

し
、
建
築
物
の
二

以
上
の
部
分
が
エ

キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン

ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の

他
の
相
互
に
応
力

を
伝
え
な
い
構
造

方
法
の
み
で
接
し

て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

別
の
建
築
物
と
し

て
構
造
計
算
適
合

性
判
定
を
必
要
と

す
る
建
築
物
と
す

る
。
以
下
こ
の
項
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に
お
い
て
「
構
造

計
算
適
合
性
判
定

対
象
建
築
物
」
と

い
う
。
）
一
棟
ご

と
に
、
床
面
積
の

合
計
（
既
存
建
築

物
の
全
部
又
は
一

部
を
含
ん
で
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
場

合
に
お
い
て
は
構

造
計
算
適
合
性
判

定
の
対
象
と
な
る

床
面
積
に
当
該
既

存
建
築
物
の
床
面 

に
お
い
て
「
構
造

計
算
適
合
性
判
定

対
象
建
築
物
」
と

い
う
。
）
一
棟
ご

と
に
、
床
面
積
の

合
計
（
既
存
建
築

物
の
全
部
又
は
一

部
を
含
ん
で
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
場

合
に
お
い
て
は
構

造
計
算
適
合
性
判

定
の
対
象
と
な
る

床
面
積
に
当
該
既

存
建
築
物
の
床
面 

 
 

 
積
を
加
え
る
も
の

と
し
、
法
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
計
画

の
変
更
に
伴
い
構

造
計
算
適
合
性
判

定
が
必
要
と
な
る

建
築
物
の
床
面
積

と
す
る
。
二
１
か

ら
二
５
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）
の

二
１
か
ら
二
５
ま

で
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
を
合

算
し
た
額
を
加
え

た
額 

一 

（
略
） 

二 

 
 

 

積
を
加
え
る
も
の

と
し
、
法
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
計
画

の
変
更
に
伴
い
構

造
計
算
適
合
性
判

定
が
必
要
と
な
る

建
築
物
の
床
面
積

と
す
る
。
二
１
か

ら
二
５
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）
の

二
１
か
ら
二
５
ま

で
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
を
合

算
し
た
額
を
加
え

た
額 

一 

（
略
） 

二 
 

 
 

１ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

二
〇
九
、

〇
〇
〇
円
（

建
築
基
準
法

第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

イ
又
は
第
三

号
イ
に
規
定

す
る
国
土
交

通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
大
臣
認
定

プ
ロ
グ
ラ
ム

」
と
い
う
。

）
に
よ
る
も

の
に
つ
い
て

は
、
一
八
七
、

〇
〇
〇
円
） 

 
 

 

１ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

    

一
八
七
、

〇
〇
〇
円
（

建
築
基
準
法

第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

イ
又
は
第
三

号
イ
に
規
定

す
る
国
土
交

通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
大
臣
認
定

プ
ロ
グ
ラ
ム

」
と
い
う
。

）
に
よ
る
も

の
に
つ
い
て

は
、
一
六
七
、

〇
〇
〇
円
） 

 
 

 

２ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

 
 

 

２ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の



  

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

    

二
三
八
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

二
一
二
、
〇

〇
〇
円
） 

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

    

二
一
一
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

一
八
九
、
〇

〇
〇
円
） 

 
 

 
３ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
六
六
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

三
二
一
、
〇

〇
〇
円
） 

 
 

 

３ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
二
九
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

二
九
〇
、
〇

〇
〇
円
） 

 
 

 

４ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
一
〇
、 

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四
七
一
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

四
一
一
、
〇

〇
〇
円
） 

 
 

 

４ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
一
〇
、 

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四
一
一
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

三
六
一
、
〇

〇
〇
円
） 

 
 

 

５ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
五
〇
、 

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

六
八
五
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、 

 
 

 

５ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
五
〇
、 

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

五
七
七
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、 



   
 

 

五
九
一
、
〇

〇
〇
円
） 

 
 

 

五
〇
二
、
〇

〇
〇
円
） 

長
期
優

良
住
宅

の
普
及

の
促
進

に
関
す

る
法
律

（
平
成

二
十
年

法
律
第

八
十
七

号
。
以 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

長
期
優

良
住
宅

の
普
及

の
促
進

に
関
す

る
法
律

（
平
成

二
十
年

法
律
第

八
十
七

号
。
以 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
六
条
第
二
項
（
法

第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
の
建
築
基

準
関
係
規
定
の
適
合
の

審
査
に
係
る
申
出
の
受

付 

長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
の

建
築
基
準
関
係

規
定
適
合
審
査

手
数
料 

長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
に
係
る

建
築
物
（
法
第
八

条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
は
、

計
画
の
変
更
に
係

る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の

新
築
、
増
築
又
は 

法
第
六
条
第
二
項
（
法

第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
の
建
築
基

準
関
係
規
定
の
適
合
の

審
査
に
係
る
申
出
の
受

付 

長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
の

建
築
基
準
関
係

規
定
適
合
審
査

手
数
料 

長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
に
係
る

建
築
物
（
法
第
八

条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
は
、

計
画
の
変
更
に
係

る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の

新
築
、
増
築
又
は 

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

 
 

改
築
を
す
る
場
合

の
そ
れ
ぞ
れ
に
お

い
て
、
当
該
建
築

に
係
る
部
分
の
床

面
積
（
建
築
基
準

法
第
六
条
第
一
項

（
同
法
第
八
十
七

条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
確
認
を

受
け
た
既
存
建
築

物
の
全
部
又
は
一

部
を
含
ん
だ
建
築

に
係
る
も
の
に
あ

っ
て
は
、
建
築
に

よ
り
床
面
積
が
増

加
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
増

加
す
る
部
分
の
床

面
積
と
す
る
。
一

１
か
ら
一
９
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。

）
の
一
１
か
ら
一

９
ま
で
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
当
該

区
分
に
定
め
る
額

に
、
建
築
基
準
法

第
六
条
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
構

造
計
算
適
合
性
判

定
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
構
造

計
算
適
合
性
判
定

」
と
い
う
。
）
を

必
要
と
す
る
建
築

物
（
建
築
物
の
一

部
が
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
部

分
を
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
建
築
物
と

し
、
建
築
物
の
二

以
上
の
部
分
が
エ

キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン

ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の

他
の
相
互
に
応
力

を
伝
え
な
い
構
造

方
法
の
み
で
接
し

て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
れ
ぞ

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

 
 

改
築
を
す
る
場
合

の
そ
れ
ぞ
れ
に
お

い
て
、
当
該
建
築

に
係
る
部
分
の
床

面
積
（
建
築
基
準

法
第
六
条
第
一
項

（
同
法
第
八
十
七

条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
確
認
を

受
け
た
既
存
建
築

物
の
全
部
又
は
一

部
を
含
ん
だ
建
築

に
係
る
も
の
に
あ

っ
て
は
、
建
築
に

よ
り
床
面
積
が
増

加
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
増

加
す
る
部
分
の
床

面
積
と
す
る
。
一

１
か
ら
一
９
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。

）
の
一
１
か
ら
一

９
ま
で
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
当
該

区
分
に
定
め
る
額

に
、
建
築
基
準
法

第
六
条
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
構

造
計
算
適
合
性
判

定
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
構
造

計
算
適
合
性
判
定

」
と
い
う
。
）
を

必
要
と
す
る
建
築

物
（
建
築
物
の
一

部
が
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
部

分
を
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
建
築
物
と

し
、
建
築
物
の
二

以
上
の
部
分
が
エ

キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン

ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の

他
の
相
互
に
応
力

を
伝
え
な
い
構
造

方
法
の
み
で
接
し

て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
れ
ぞ



  

れ
別
の
建
築
物
と

し
て
、
構
造
計
算

適
合
性
判
定
を
必

要
と
す
る
建
築
物

と
す
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「

構
造
計
算
適
合
性

判
定
対
象
建
築
物

」
と
い
う
。
）
一

棟
ご
と
に
、
床
面

積
の
合
計
（
既
存

建
築
物
の
全
部
又

は
一
部
を
含
ん
で

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
場
合
に
お
い
て

は
構
造
計
算
適
合 

れ
別
の
建
築
物
と

し
て
、
構
造
計
算

適
合
性
判
定
を
必

要
と
す
る
建
築
物

と
す
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「

構
造
計
算
適
合
性

判
定
対
象
建
築
物

」
と
い
う
。
）
一

棟
ご
と
に
、
床
面

積
の
合
計
（
既
存

建
築
物
の
全
部
又

は
一
部
を
含
ん
で

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
場
合
に
お
い
て

は
構
造
計
算
適
合 

 
 

 

性
判
定
の
対
象
と

な
る
床
面
積
に
当

該
既
存
建
築
物
の

床
面
積
を
加
え
る

も
の
と
し
、
法
第

八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
場
合
に

お
い
て
は
当
該
計

画
の
変
更
に
伴
い

構
造
計
算
適
合
性 

判
定
が
必
要
と
な

る
建
築
物
の
床
面

積
と
す
る
。
二
１

か
ら
二
５
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）

の
二
１
か
ら
二
５

ま
で
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
当
該
区

分
に
定
め
る
額
を

合
算
し
た
額
を
加

え
た
額 

一 

（
略
） 

二 

１ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

二
〇
九
、 

〇
〇
〇
円
（

建
築
基
準
法

第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

イ
又
は
第
三

号
イ
に
規
定

す
る
国
土
交

通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
大
臣
認
定

プ
ロ
グ
ラ
ム

」
と
い
う
。 

）
に
よ
る
も 

の
に
つ
い
て 

は
、
一
八
七
、  

 
 

性
判
定
の
対
象
と

な
る
床
面
積
に
当

該
既
存
建
築
物
の

床
面
積
を
加
え
る

も
の
と
し
、
法
第

八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
場
合
に

お
い
て
は
当
該
計

画
の
変
更
に
伴
い

構
造
計
算
適
合
性 

判
定
が
必
要
と
な 

る
建
築
物
の
床
面

積
と
す
る
。
二
１

か
ら
二
５
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）

の
二
１
か
ら
二
５

ま
で
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
当
該
区

分
に
定
め
る
額
を

合
算
し
た
額
を
加

え
た
額 

一 
（
略
） 

二 

１ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

一
八
七
、 

〇
〇
〇
円
（

建
築
基
準
法

第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

イ
又
は
第
三

号
イ
に
規
定

す
る
国
土
交

通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
大
臣
認
定

プ
ロ
グ
ラ
ム

」
と
い
う
。

）
に
よ
る
も 

の
に
つ
い
て 

は
、
一
六
七
、 



   
 

 

〇
〇
〇
円
） 

 
 

 

〇
〇
〇
円
） 

 
 

 

２ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

二
三
八
、 

〇
〇
〇
円
（ 

 
 

 

２ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

二
一
一
、 

〇
〇
〇
円
（ 

 
 

 

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

二
一
二
、
〇 

〇
〇
円
） 

３ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
六
六
、 

〇
〇
〇
円
（ 

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に 

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

三
二
一
、
〇

〇
〇
円
） 

４ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四
七
一
、 

〇
〇
〇
円
（ 

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

四
一
一
、
〇

〇
〇
円
） 

 
 

 

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

一
八
九
、
〇 

〇
〇
円
） 

３ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
二
九
、 

〇
〇
〇
円
（ 

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に 

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

二
九
〇
、
〇

〇
〇
円
） 

４ 
構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四
一
一
、 

〇
〇
〇
円
（ 

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に 

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

三
六
一
、
〇

〇
〇
円
） 

 
 

 

５ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

 
 

 

５ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 



  

六
八
五
、 

〇
〇
〇
円
（ 

五
七
七
、 

〇
〇
〇
円
（ 

 
 

 

大
臣
認
定
プ 

ロ
グ
ラ
ム
に 

よ
る
も
の
に 

つ
い
て
は
、 

五
九
一
、
〇 

〇
〇
円
） 

 
 

 

大
臣
認
定
プ 

ロ
グ
ラ
ム
に 

よ
る
も
の
に 

つ
い
て
は
、 

五
〇
二
、
〇 

〇
〇
円
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

都
市
の

低
炭
素

化
の
促

進
に
関

す
る
法

律
（
平

成
二
十

四
年
法

律
第
八 

十
四
号
。 

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う

。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

都
市
の

低
炭
素

化
の
促

進
に
関

す
る
法

律
（
平

成
二
十

四
年
法

律
第
八 

十
四
号
。 

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う

。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
十
四
条
第
二
項

（
法
第
五
十
五
条
第
二

項
の
規
定
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
低
炭

素
建
築
物
新
築
等
計
画

の
建
築
基
準
関
係
規
定

の
適
合
の
審
査
に
係
る

申
出
の
受
付 

低
炭
素
建
築
物

新
築
等
計
画
の

建
築
基
準
関
係

規
定
適
合
審
査

手
数
料 

低
炭
素
建
築
物
新

築
等
計
画
に
係
る

建
築
物
（
法
第
五

十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
場
合

は
、
計
画
の
変
更

に
係
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。

）
の
床
面
積
の
合

計
（
建
築
物
の
建

築
又
は
大
規
模
の

修
繕
、
大
規
模
の

模
様
替
若
し
く
は

用
途
の
変
更
（
以 

法
第
五
十
四
条
第
二
項

（
法
第
五
十
五
条
第
二

項
の
規
定
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
低
炭

素
建
築
物
新
築
等
計
画

の
建
築
基
準
関
係
規
定

の
適
合
の
審
査
に
係
る

申
出
の
受
付 

低
炭
素
建
築
物

新
築
等
計
画
の

建
築
基
準
関
係

規
定
適
合
審
査

手
数
料 

低
炭
素
建
築
物
新

築
等
計
画
に
係
る

建
築
物
（
法
第
五

十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
場
合

は
、
計
画
の
変
更

に
係
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。

）
の
床
面
積
の
合

計
（
建
築
物
の
建

築
又
は
大
規
模
の

修
繕
、
大
規
模
の

模
様
替
若
し
く
は

用
途
の
変
更
（
以 

 
 

 

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
用
途
変
更
等

」
と
い
う
。
）
を

す
る
場
合
の
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
、

当
該
建
築
又
は
用

途
変
更
等
に
係
る

部
分
の
床
面
積
（

建
築
基
準
法
第
六

条
第
一
項
（
同
法

第
八
十
七
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用 

す
る
場
合
を
含
む
。 

 

）
の
規
定
に
よ
る

確
認
を
受
け
た
既

存
建
築
物
の
全
部

又
は
一
部
を
含
ん

だ
建
築
又
は
用
途

変
更
等
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、

建
築
に
よ
り
床
面

積
が
増
加
す
る
場

合
に
お
い
て
は
当

該
増
加
す
る
部
分

の
床
面
積
と
し
、

用
途
変
更
等
の
場

合
に
お
い
て
は
当

該
用
途
変
更
等
に

係
る
部
分
の
床
面

積
の
二
分
の
一
と

す
る
。
一
１
か
ら

一
９
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
）
の

一
１
か
ら
一
９
ま

で
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
に
、

建
築
基
準
法
第
六

条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
構
造
計

算
適
合
性
判
定
（

 
 

 

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
用
途
変
更
等

」
と
い
う
。
）
を

す
る
場
合
の
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
、

当
該
建
築
又
は
用

途
変
更
等
に
係
る

部
分
の
床
面
積
（

建
築
基
準
法
第
六

条
第
一
項
（
同
法

第
八
十
七
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用 

す
る
場
合
を
含
む
。 

 

）
の
規
定
に
よ
る

確
認
を
受
け
た
既

存
建
築
物
の
全
部

又
は
一
部
を
含
ん

だ
建
築
又
は
用
途

変
更
等
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、

建
築
に
よ
り
床
面

積
が
増
加
す
る
場

合
に
お
い
て
は
当

該
増
加
す
る
部
分

の
床
面
積
と
し
、

用
途
変
更
等
の
場

合
に
お
い
て
は
当

該
用
途
変
更
等
に

係
る
部
分
の
床
面

積
の
二
分
の
一
と

す
る
。
一
１
か
ら

一
９
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
）
の

一
１
か
ら
一
９
ま

で
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
に
、

建
築
基
準
法
第
六

条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
構
造
計

算
適
合
性
判
定
（



  

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
」
と

い
う
。
）
を
必
要

と
す
る
建
築
物
（

建
築
物
の
一
部
が

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
部
分
を
構

造
計
算
適
合
性
判

定
を
必
要
と
す
る

建
築
物
と
し
、
建

築
物
の
二
以
上
の 

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
」
と

い
う
。
）
を
必
要

と
す
る
建
築
物
（

建
築
物
の
一
部
が

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
部
分
を
構

造
計
算
適
合
性
判

定
を
必
要
と
す
る

建
築
物
と
し
、
建

築
物
の
二
以
上
の 

 
 

 

部
分
が
エ
キ
ス
パ

ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ

ン
ト
そ
の
他
の
相

互
に
応
力
を
伝
え

な
い
構
造
方
法
の

み
で
接
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
し
て
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
建

築
物
と
す
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
構
造
計
算
適 

合
性
判
定
対
象
建

築
物
」
と
い
う
。

）
一
棟
ご
と
に
、

床
面
積
の
合
計
（

既
存
建
築
物
の
全

部
又
は
一
部
を
含

ん
で
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
場
合
に
お

い
て
は
構
造
計
算

適
合
性
判
定
の
対

象
と
な
る
床
面
積

に
当
該
既
存
建
築

物
の
床
面
積
を
加

え
る
も
の
と
し
、

法
第
五
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
計
画
の
変

更
に
伴
い
構
造
計

算
適
合
性
判
定
が

必
要
と
な
る
建
築

物
の
床
面
積
と
す

る
。
二
１
か
ら
二

５
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
二
１

か
ら
二
５
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に
応

じ
当
該
区
分
に
定

め
る
額
を
合
算
し

た
額
を
加
え
た
額 

一 

（
略
） 

二 

１ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

 
 

 

部
分
が
エ
キ
ス
パ

ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ

ン
ト
そ
の
他
の
相

互
に
応
力
を
伝
え

な
い
構
造
方
法
の

み
で
接
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
し
て
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
建

築
物
と
す
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象
建

築
物
」
と
い
う
。

）
一
棟
ご
と
に
、

床
面
積
の
合
計
（

既
存
建
築
物
の
全

部
又
は
一
部
を
含

ん
で
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
場
合
に
お

い
て
は
構
造
計
算

適
合
性
判
定
の
対

象
と
な
る
床
面
積

に
当
該
既
存
建
築

物
の
床
面
積
を
加

え
る
も
の
と
し
、

法
第
五
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
計
画
の
変

更
に
伴
い
構
造
計

算
適
合
性
判
定
が

必
要
と
な
る
建
築

物
の
床
面
積
と
す

る
。
二
１
か
ら
二

５
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
二
１

か
ら
二
５
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に
応

じ
当
該
区
分
に
定

め
る
額
を
合
算
し

た
額
を
加
え
た
額 

一 

（
略
） 

二 

１ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方



  

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

二
〇
九
、

〇
〇
〇
円
（

建
築
基
準
法

第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

イ
又
は
第
三

号
イ
に
規
定

す
る
国
土
交

通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
大
臣
認
定

プ
ロ
グ
ラ
ム

」
と
い
う
。

）
に
よ
る
も

の
に
つ
い
て

は
、
一
八
七
、

〇
〇
〇
円
） 

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

一
八
七
、 

〇
〇
〇
円
（ 

建
築
基
準
法 

第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

イ
又
は
第
三

号
イ
に
規
定

す
る
国
土
交

通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
大
臣
認
定

プ
ロ
グ
ラ
ム

」
と
い
う
。

）
に
よ
る
も

の
に
つ
い
て

は
、
一
六
七
、

〇
〇
〇
円
） 

 
 

 

２ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

二
三
八
、 

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

二
一
二
、
〇

〇
〇
円
） 

３ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
六
六
、 

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

三
二
一
、
〇 

〇
〇
円
） 

４ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
一
〇
、  

 
 

２ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

二
一
一
、 

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

一
八
九
、
〇

〇
〇
円
） 

３ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
二
九
、 

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

二
九
〇
、
〇 

〇
〇
円
） 

４ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
一
〇
、 



  

〇
〇
〇
平
方 

メ
ー
ト
ル
を 

超
え
五
〇
、 

〇
〇
〇
平
方 

メ
ー
ト
ル
以 

内
の
も
の 

四
七
一
、 

〇
〇
〇
円
（ 

大
臣
認
定
プ 

ロ
グ
ラ
ム
に 

よ
る
も
の
に 

つ
い
て
は
、 

四
一
一
、
〇 

〇
〇
円
） 

〇
〇
〇
平
方 

メ
ー
ト
ル
を 

超
え
五
〇
、 

〇
〇
〇
平
方 

メ
ー
ト
ル
以 

内
の
も
の 

四
一
一
、 

〇
〇
〇
円
（ 

大
臣
認
定
プ 

ロ
グ
ラ
ム
に 

よ
る
も
の
に 

つ
い
て
は
、 

三
六
一
、
〇 

〇
〇
円
） 

 
 

 

５ 

構
造
計
算 

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
五
〇
、 

〇
〇
〇
平
方 

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

 

六
八
五
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

五
九
一
、
〇

〇
〇
円
） 

 
 

 

５ 

構
造
計
算 

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
五
〇
、 

〇
〇
〇
平
方 

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

五
七
七
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

五
〇
二
、
〇

〇
〇
円
） 

   

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
等
に

関
す
る

法
律
（

平
成
二

十
七
年

法
律
第 

五
十
三 

号
。
以 

下
こ
の 

項
に
お 

い
て
「 

法
」
と 

い
う
。 

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
に
関

す
る
法

律
（
平

成
二
十

七
年
法

律
第
五 

十
三
号
。 

以
下
こ 

の
項
に 

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。

） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

法
第
三
十
五
条
第
二
項

（
法
第
三
十
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上

計
画
の
建
築
基
準
関
係

規
定
の
適
合
の
審
査
に

係
る
申
出
の
受
付 

建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
建

築
基
準
関
係
規

定
適
合
審
査
手

数
料 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
向
上

計
画
に
係
る
建
築

物
（
法
第
三
十
六

条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
は
、

計
画
の
変
更
に
係

る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の

床
面
積
の
合
計
（

建
築
物
の
建
築
又 

は
大
規
模
の
修
繕
、 

大
規
模
の
模
様
替

若
し
く
は
用
途
の

変
更
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
用

途
変
更
等
」
と
い

う
。
）
を
す
る
場

合
の
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
、
当
該
建

築
又
は
用
途
変
更

等
に
係
る
部
分
の

床
面
積
（
建
築
基

準
法
第
六
条
第
一

項
（
同
法
第
八
十

七
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
確
認

を
受
け
た
既
存
建

築
物
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
含
ん 

法
第
三
十
五
条
第
二
項

（
法
第
三
十
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上

計
画
の
建
築
基
準
関
係

規
定
の
適
合
の
審
査
に

係
る
申
出
の
受
付 

建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
建

築
基
準
関
係
規

定
適
合
審
査
手

数
料 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
向
上

計
画
に
係
る
建
築

物
（
法
第
三
十
六

条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
は
、

計
画
の
変
更
に
係

る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の

床
面
積
の
合
計
（

建
築
物
の
建
築
又 

は
大
規
模
の
修
繕
、 

大
規
模
の
模
様
替

若
し
く
は
用
途
の

変
更
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
用

途
変
更
等
」
と
い

う
。
）
を
す
る
場

合
の
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
、
当
該
建

築
又
は
用
途
変
更

等
に
係
る
部
分
の

床
面
積
（
建
築
基

準
法
第
六
条
第
一

項
（
同
法
第
八
十

七
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
確
認

を
受
け
た
既
存
建

築
物
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
含
ん 

 
 

 

だ
建
築
又
は
用
途

 
 

 

だ
建
築
又
は
用
途



  

変
更
等
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、

建
築
に
よ
り
床
面

積
が
増
加
す
る
場

合
に
お
い
て
は
当

該
増
加
す
る
部
分

の
床
面
積
と
し
、

用
途
変
更
等
の
場

合
に
お
い
て
は
当

該
用
途
変
更
等
に

係
る
部
分
の
床
面

積
の
二
分
の
一
と

す
る
。
一
１
か
ら

一
９
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
）
の

一
１
か
ら
一
９
ま

で
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
に
、

建
築
基
準
法
第
六

条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
構
造
計

算
適
合
性
判
定
（

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
」
と

い
う
。
）
を
必
要

と
す
る
建
築
物
（

建
築
物
の
一
部
が

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
部
分
を
構

造
計
算
適
合
性
判

定
を
必
要
と
す
る

建
築
物
と
し
、
建

築
物
の
二
以
上
の

部
分
が
エ
キ
ス
パ

ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ

ン
ト
そ
の
他
の
相

互
に
応
力
を
伝
え

な
い
構
造
方
法
の

み
で
接
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
し
て
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
建

築
物
と
す
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象
建

築
物
」
と
い
う
。

）
一
棟
ご
と
に
、

床
面
積
の
合
計
（

既
存
建
築
物
の
全

部
又
は
一
部
を
含

ん
で
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
場
合
に
お

い
て
は
構
造
計
算

適
合
性
判
定
の
対

象
と
な
る
床
面
積

に
当
該
既
存
建
築

物
の
床
面
積
を
加

え
る
も
の
と
し
、

法
第
三
十
六
条
第

変
更
等
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、

建
築
に
よ
り
床
面

積
が
増
加
す
る
場

合
に
お
い
て
は
当

該
増
加
す
る
部
分

の
床
面
積
と
し
、

用
途
変
更
等
の
場

合
に
お
い
て
は
当

該
用
途
変
更
等
に

係
る
部
分
の
床
面

積
の
二
分
の
一
と

す
る
。
一
１
か
ら

一
９
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
）
の

一
１
か
ら
一
９
ま

で
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
に
、

建
築
基
準
法
第
六

条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
構
造
計

算
適
合
性
判
定
（

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
」
と

い
う
。
）
を
必
要

と
す
る
建
築
物
（

建
築
物
の
一
部
が

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
部
分
を
構

造
計
算
適
合
性
判

定
を
必
要
と
す
る

建
築
物
と
し
、
建

築
物
の
二
以
上
の

部
分
が
エ
キ
ス
パ

ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ

ン
ト
そ
の
他
の
相

互
に
応
力
を
伝
え

な
い
構
造
方
法
の

み
で
接
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
し
て
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
建

築
物
と
す
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象
建

築
物
」
と
い
う
。

）
一
棟
ご
と
に
、

床
面
積
の
合
計
（

既
存
建
築
物
の
全

部
又
は
一
部
を
含

ん
で
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
場
合
に
お

い
て
は
構
造
計
算

適
合
性
判
定
の
対

象
と
な
る
床
面
積

に
当
該
既
存
建
築

物
の
床
面
積
を
加

え
る
も
の
と
し
、

法
第
三
十
六
条
第



  

二
項
の
規
定
に
よ

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
計
画
の
変

更
に
伴
い
構
造
計

算
適
合
性
判
定
が

必
要
と
な
る
建
築

物
の
床
面
積
と
す

る
。
二
１
か
ら
二

５
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
二
１

か
ら
二
５
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に
応

じ
当
該
区
分
に
定

め
る
額
を
合
算
し

た
額
を
加
え
た
額 

一 

（
略
） 

二 
１ 
構
造
計
算 

適
合
性
判
定 

対
象
建
築
物 

の
床
面
積
の 

二
項
の
規
定
に
よ

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
計
画
の
変

更
に
伴
い
構
造
計

算
適
合
性
判
定
が

必
要
と
な
る
建
築

物
の
床
面
積
と
す

る
。
二
１
か
ら
二

５
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
二
１

か
ら
二
５
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に
応

じ
当
該
区
分
に
定

め
る
額
を
合
算
し

た
額
を
加
え
た
額 

一 

（
略
） 

二 

１ 

構
造
計
算 

適
合
性
判
定 

対
象
建
築
物 

の
床
面
積
の 

 

 
 

合
計
が
一
、 

〇
〇
〇
平
方 

メ
ー
ト
ル
以 

内
の
も
の 

二
〇
九
、 

〇
〇
〇
円
（

建
築
基
準
法

第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

イ
又
は
第
三

号
イ
に
規
定

す
る
国
土
交

通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
大
臣
認
定

プ
ロ
グ
ラ
ム

」
と
い
う
。

）
に
よ
る
も 

の
に
つ
い
て 

は
、
一
八
七
、

〇
〇
〇
円
） 

２ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

二
三
八
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

二
一
二
、
〇

〇
〇
円
） 

３ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

 

 
 

合
計
が
一
、 

〇
〇
〇
平
方 

メ
ー
ト
ル
以 

内
の
も
の 

一
八
七
、 

〇
〇
〇
円
（

建
築
基
準
法

第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

イ
又
は
第
三

号
イ
に
規
定

す
る
国
土
交

通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
大
臣
認
定

プ
ロ
グ
ラ
ム

」
と
い
う
。

）
に
よ
る
も 

の
に
つ
い
て 

は
、
一
六
七
、

〇
〇
〇
円
） 

２ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

二
一
一
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

一
八
九
、
〇

〇
〇
円
） 

３ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定



  

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
六
六
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

三
二
一
、
〇

〇
〇
円
） 

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の

合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
二
九
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

二
九
〇
、
〇

〇
〇
円
） 

 

 
 

４ 
構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
一
〇
、 

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四
七
一
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

四
一
一
、
〇

〇
〇
円
） 

５ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
五
〇
、 

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

六
八
五
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

五
九
一
、
〇

〇
〇
円
） 

 

 
 

４ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
一
〇
、 

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四
一
一
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

三
六
一
、
〇

〇
〇
円
） 

５ 

構
造
計
算

適
合
性
判
定

対
象
建
築
物

の
床
面
積
の 

合
計
が
五
〇
、 

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

五
七
七
、

〇
〇
〇
円
（

大
臣
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

五
〇
二
、
〇

〇
〇
円
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
二
十
八
年
国
土

交
通
省
令
第
五
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「

省
令
」
と
い
う
。
）
第

十
一
条
の
規
定
に
よ
る

第
三
条
（
第
七
条
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
軽
微
な
変
更

に
該
当
し
て
い
る
旨
の 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（

平
成
二
十
八
年
国
土
交

通
省
令
第
五
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
省

令
」
と
い
う
。
）
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
第

三
条
（
第
七
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て 

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。 

）
の
軽
微
な
変
更
に
該

当
し
て
い
る
旨
の
証
明 

（
略
） 

（
略
） 



   

証
明
書
の
交
付 

 
 

 

書
の
交
付 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
二
条 
広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
  

改 
正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

消
防
法 

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
法

」
と
い

う
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

消
防
法 

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
法

」
と
い 

う
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
三
条
の
三
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
危
険

物
取
扱
者
試
験
の
実
施 

危
険
物
取
扱
者

試
験
手
数
料 
一 

甲
種
危
険
物

取
扱
者
試
験 

七
、
二
〇
〇
円 

法
第
十
三
条
の
三
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
危
険

物
取
扱
者
試
験
の
実
施 

危
険
物
取
扱
者

試
験
手
数
料 

一 

甲
種
危
険
物

取
扱
者
試
験 

六
、
六
〇
〇
円 

 
 

二 

乙
種
危
険
物

取
扱
者
試
験 

五
、
三
〇
〇
円 

 
 

二 

乙
種
危
険
物

取
扱
者
試
験 

四
、
六
〇
〇
円 

 
 

三 

丙
種
危
険
物

取
扱
者
試
験 

 

四
、
二
〇
〇
円 

 
 

三 

丙
種
危
険
物

取
扱
者
試
験 

三
、
七
〇
〇
円 

法
第
十
三
条
の
二
十
三

の
規
定
に
よ
る
危
険
物

の
取
扱
作
業
の
保
安
に

関
す
る
講
習
の
実
施 

危
険
物
取
扱
作

業
保
安
講
習
手

数
料 

五
、
三
〇
〇
円 
法
第
十
三
条
の
二
十
三

の
規
定
に
よ
る
危
険
物

の
取
扱
作
業
の
保
安
に

関
す
る
講
習
の
実
施 

危
険
物
取
扱
作

業
保
安
講
習
手

数
料 

 

四
、
七
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
七
条
の
八
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
消
防

設
備
士
試
験
の
実
施 

 

消
防
設
備
士
試

験
手
数
料 

   

一 

甲
種
消
防
設 

備
士
試
験 

六
、 

六
〇
〇
円 

法
第
十
七
条
の
八
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
消
防

設
備
士
試
験
の
実
施 

 

消
防
設
備
士
試

験
手
数
料 

  

一 

甲
種
消
防
設 

備
士
試
験 

五
、 

七
〇
〇
円 

二 

乙
種
消
防
設 

備
士
試
験 

四
、 

四
〇
〇
円 

二 

乙
種
消
防
設 

備
士
試
験 

三
、 

八
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
行
政
財
産
の
使
用
料
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

行
政
財
産
の
使
用
料
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

土
地
を
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料 

（
略
） 

 

（
上
水
道
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
物
件
を
地
下
埋
設
し
て
使
用
す
る
場

合
） 

 
 

 

地
下
埋
設
物
の

規
格
に
よ
る
区

分 

単 

位 

土
地
の
種
類
別
使
用
料
年
額 

宅 

地 

田
及
び
畑 

そ
の
他 

外
径
が
〇
・
〇

七
メ
ー
ト
ル
未

満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

〇
・
八
円 

（
略
） 

（
略
） 

外
径
が
〇
・
〇

七
メ
ー
ト
ル
以

上
〇
・
一
メ
ー 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

〇
・
九
円 

〇
・
五
円 

〇
・
三
円 

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

土
地
を
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料 

（
略
） 

 

（
上
水
道
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
物
件
を
地
下
埋
設
し
て
使
用
す
る
場

合
） 

 
 

 

地
下
埋
設
物
の

規
格
に
よ
る
区

分 

単 

位 

土
地
の
種
類
別
使
用
料
年
額 

宅 

地 

田
及
び
畑 

そ
の
他 

外
径
が
〇
・
〇

七
メ
ー
ト
ル
未

満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

〇
・
七
円 

（
略
） 

（
略
） 

外
径
が
〇
・
〇

七
メ
ー
ト
ル
以

上
〇
・
一
メ
ー 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

〇
・
八
円 

〇
・
四
円 

〇
・
二
円 



  

ト
ル
未
満 

 
 

 
 

外
径
が
〇
・
一

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
一
五
メ
ー

ト
ル
未
満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

一
・
二
円 

（
略
） 

（
略
） 

外
径
が
〇
・
一

五
メ
ー
ト
ル
以 

上
〇
・
二
メ
ー

ト
ル
未
満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

一
・
五
円 

〇
・
八
円 

（
略
） 

外
径
が
〇
・
二 

メ
ー
ト
ル
以
上 

〇
・
〇
一 

メ
ー
ト
ル 
一
・
八
円 

〇
・
九
円 

 

〇
・
五
円 

 

ト
ル
未
満 

 
 

 
 

外
径
が
〇
・
一

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
一
五
メ
ー

ト
ル
未
満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

一
・
一
円 

（
略
） 

（
略
） 

外
径
が
〇
・
一

五
メ
ー
ト
ル
以 

上
〇
・
二
メ
ー

ト
ル
未
満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

一
・
三
円 

〇
・
七
円 

（
略
） 

外
径
が
〇
・
二 

メ
ー
ト
ル
以
上 

〇
・
〇
一 

メ
ー
ト
ル 

一
・
六
円 

〇
・
八
円 

〇
・
四
円 

 

〇
・
三
メ
ー
ト

ル
未
満 

 
 

 
 

外
径
が
〇
・
三

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
四
メ
ー
ト

ル
未
満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

二
・
四
円 
一
・
二
円 

（
略
） 

外
径
が
〇
・
四

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
七
メ
ー
ト

ル
未
満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

三
・
八
円 

一
・
九
円 

一
・
〇
円 

外
径
が
〇
・
七

メ
ー
ト
ル
以
上

一
メ
ー
ト
ル
未

満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

五
・
三
円 

二
・
七
円 

一
・
四
円 

外
径
が
一
メ
ー

ト
ル
以
上 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

一
〇
・
二

円 

五
・
一
円 

二
・
六
円 

 

〇
・
三
メ
ー
ト

ル
未
満 

 
 

 
 

外
径
が
〇
・
三

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
四
メ
ー
ト

ル
未
満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

二
・
二
円 

一
・
一
円 

（
略
） 

外
径
が
〇
・
四

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
七
メ
ー
ト

ル
未
満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

三
・
四
円 

一
・
七
円 

〇
・
九
円 

外
径
が
〇
・
七

メ
ー
ト
ル
以
上

一
メ
ー
ト
ル
未

満 

〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

四
・
八
円 

二
・
四
円 

一
・
二
円 

外
径
が
一
メ
ー

ト
ル
以
上 
〇
・
〇
一

メ
ー
ト
ル 

九
・
二
円 

四
・
六
円 

二
・
三
円 

 

 
 

（
広
島
県
立
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

広
島
県
立
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
広
島

県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
四
（
第
九
条
関
係
）
手
数
料 

種

別 

金

額 

（
略
） 

（
略
） 

六 

セ
カ
ン
ド
オ

ピ
ニ
オ
ン
相
談

料
（
診
断
又
は

治
療
に
関
す
る

担
当
医
師
以
外

の
医
師
の
意
見

に
係
る
手
数
料

を
い
う
。
） 

三
〇
分
ま
で
一
三
、
八
〇
〇 

円
。
三
〇
分
を
超
え
る
場
合 

は
、
一
三
、
八
〇
〇
円
に
三 

〇
分
を
超
え
る
部
分
に
つ
き 

三
〇
分
ま
で
ご
と
に
六
、
九 

〇
〇
円
を
加
算
し
た
額 

七 

死
後
措
置
料 

五
、
五
〇
〇
円 

 

 

別
表
第
四
（
第
九
条
関
係
）
手
数
料 

種

別 

金

額 

（
略
） 

（
略
） 

六 

セ
カ
ン
ド
オ

ピ
ニ
オ
ン
相
談

料
（
診
断
又
は

治
療
に
関
す
る

担
当
医
師
以
外

の
医
師
の
意
見

に
係
る
手
数
料

を
い
う
。
） 

三
〇
分
ま
で
一
一
、
〇
〇
〇 

円
。
三
〇
分
を
超
え
る
場
合 

は
、
一
一
、
〇
〇
〇
円
に
三 

〇
分
を
超
え
る
部
分
に
つ
き 

三
〇
分
ま
で
ご
と
に
五
、
五 

〇
〇
円
を
加
算
し
た
額 

 

七 

死
後
措
置
料 

六
、
三
八
〇
円 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
広
島
県
立
福
山
若
草
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

広
島
県
立
福
山
若
草
園
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う



  

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
）
手
数
料 

種

別 

金

額 

（
略
） 

（
略
） 

四 

死
後
措
置
料 

五
、
五
〇
〇
円 

 

 

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
）
手
数
料 

種

別 

金

額 

（
略
） 

（
略
） 

四 

死
後
措
置
料 

六
、
三
八
〇
円 

 

 
 

（
広
島
県
家
畜
人
工
授
精
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

広
島
県
家
畜
人
工
授
精
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
広
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う 

に
改
正
す
る
。 

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

（
手
数
料
の
額
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

過
排
卵
処
理
技
術
手
数
料 

二
万
二
千
円 

二 

受
精
卵
採
取
技
術
手
数
料 

七
万
二
千
円 

三 

体
外
受
精
卵
製
造
技
術
手
数
料 

六
万
円 

四 

受
精
卵
凍
結
処
理
技
術
手
数
料 

二
万
二
千
円 

３ 

（
略
） 

（
手
数
料
の
額
等
） 

第
二
条 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

過
排
卵
処
理
技
術
手
数
料 

二
万
円 

二 

受
精
卵
採
取
技
術
手
数
料 

六
万
七
千
円 

三 

体
外
受
精
卵
製
造
技
術
手
数
料 

五
万
六
千
円 

四 

受
精
卵
凍
結
処
理
技
術
手
数
料 

二
万
円 

３ 

（
略
） 

 

（
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

一
―
十
三 

（
略
） 

（
略
） 

十
四 

遺
伝
子
診
療
の
う
ち
管
理
者
が
定

め
る
も
の
に
係
る
相
談
料 

一
時
間
ま
で
一
三
、 

八
〇
〇
円
以
内
で
管

理
者
が
定
め
る
額
（

以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
一
時
間
以
内
の

額
」
と
い
う
。
）
。

一
時
間
を
超
え
る
場

合
は
、
一
時
間
以
内

の
額
に
三
〇
分
を
超

え
る
部
分
に
つ
き
三 

 

〇
分
ま
で
ご
と
に
六
、 

九
〇
〇
円
以
内
で
管 

理
者
が
定
め
る
額
を 

加
算
し
た
額 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

一
―
十
三 

（
略
） 

（
略
） 

十
四 

遺
伝
子
診
療
の
う
ち
管
理
者
が
定

め
る
も
の
に
係
る
相
談
料 

一
時
間
ま
で
一
一
、 

〇
〇
〇
円
以
内
で
管

理
者
が
定
め
る
額
（

以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
一
時
間
以
内
の

額
」
と
い
う
。
）
。

一
時
間
を
超
え
る
場

合
は
、
一
時
間
以
内

の
額
に
三
〇
分
を
超

え
る
部
分
に
つ
き
三 

 

〇
分
ま
で
ご
と
に
五
、 

五
〇
〇
円
以
内
で
管 

理
者
が
定
め
る
額
を 

加
算
し
た
額 



  

十
五 

（
略
） 

（
略
） 

十
六 

遺
伝
子
診
療
に
関
す
る
予
防
的
処

置
の
う
ち
管
理
者
が
定
め
る
も
の
に
係

る
技
術
料 

一
回
一
、
四
一
三
、

二
八
〇
円
以
内
で
管

理
者
が
定
め
る
額 

十
七
―
二
十 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

十
五 

（
略
） 

（
略
） 

十
六 

遺
伝
子
診
療
に
関
す
る
予
防
的
処

置
の
う
ち
管
理
者
が
定
め
る
も
の
に
係

る
技
術
料 

一
回
一
、
二
三
〇
、

四
六
〇
円
以
内
で
管

理
者
が
定
め
る
額 

十
七
―
二
十 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 
 

 

（
広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

銃
砲
刀 

剣
類
所 

持
等
取 

締
法
（ 

昭
和
三 

十
三
年 

法
律
第 

六
号
。 

以
下
こ 

の
項
に 

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。 

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

銃
砲
刀 

剣
類
所 

持
等
取 

締
法
（ 

昭
和
三 

十
三
年 

法
律
第 

六
号
。 

以
下
こ 

の
項
に 

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。 

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の

操
作
及
び
射
撃
の
技
能

に
関
す
る
講
習 

猟
銃
操
作
等
技

能
講
習
手
数
料 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

法
第
五
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の

操
作
及
び
射
撃
の
技
能

に
関
す
る
講
習 

猟
銃
操
作
等
技

能
講
習
手
数
料 

一
二
、
七
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

警
備
業 

法
（
昭 

和
四
十 

七
年
法 

律
第
百 

十
七
号
。
以

以
下
こ 

の
項
に 

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。 

） 

法
第
四
条
の
規
定
に
よ

る
警
備
業
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

警
備
業 

法
（
昭 

和
四
十

七
年
法 

律
第
百 

十
七
号
。
以

以
下
こ 

の
項
に 

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。 

） 

法
第
四
条
の
規
定
に
よ

る
警
備
業
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 
（
略
） 

 
 

 

法
第
五
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
警
備
業
の
認

定
証
の
再
交
付 

警
備
業
認
定
証

再
交
付
手
数
料 

二
、
〇
〇
〇
円 

法
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
警
備
業
の
認

定
の
有
効
期
間
の
更
新

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

警
備
業
認
定
更

新
申
請
手
数
料 

（
略
） 

法
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
警
備
業
の
認

定
証
の
有
効
期
間
の
更

新
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

警
備
業
認
定
証

更
新
申
請
手
数

料 

（
略
） 

 
 

 

法
第
十
一
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
警
備
業
の

認
定
証
の
書
換
え 

警
備
業
認
定
証

書
換
え
手
数
料 

二
、
二
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

自
動
車 

運
転
代 

行
業
の 

業
務
の 

適
正
化 

に
関
す 

る
法
律 

（
平
成 

十
三
年 

法
律
第 

五
十
七 

号
。
以 

下
こ
の 

法
第
四
条
の
規
定
に
よ

る
自
動
車
運
転
代
行
業

の
認
定
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

自
動
車

運
転
代

行
業
の

業
務
の

適
正
化

に
関
す

る
法
律

（
平
成

十
三
年

法
律
第

五
十
七

号
。
以

下
こ
の 

法
第
四
条
の
規
定
に
よ

る
自
動
車
運
転
代
行
業

の
認
定
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

法
第
五
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
自
動
車
運
転

代
行
業
の
認
定
証
の
再

交
付 

自
動
車
運
転
代

行
業
認
定
証
再

交
付
手
数
料 

一
、
七
〇
〇
円 

 
 

 

法
第
八
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
自
動
車
運
転

代
行
業
の
認
定
証
の
書

換
え 

自
動
車
運
転
代

行
業
認
定
証
書

換
え
手
数
料 

二
、
一
〇
〇
円 



  

項
に
お

い
て
「

法
」
と 

い
う
。 

） 

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

 
 

 
 

探
偵
業

の
業
務

の
適
正

化
に
関

す
る
法

律
（
平

成
十
八

年
法
律

第
六
十

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

法
第
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
同
条
第
一
項

の
届
出
が
あ
っ
た
こ
と

を
証
す
る
書
面
の
交
付 

探
偵
業
届
出
証

明
書
交
付
手
数

料 

三
、
六
〇
〇
円 

 
 

 
 

法
第
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
同
条
第
二
項

の
届
出
が
あ
っ
た
こ
と

を
証
す
る
書
面
の
交
付 

探
偵
業
変
更
届

出
証
明
書
交
付

手
数
料 

一
、
六
〇
〇
円 

 
 

 

法
第
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

の
再
交
付 

探
偵
業
届
出
証

明
書
再
交
付
手

数
料 

一
、
一
〇
〇
円 

 
 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
令
和
六
年
五
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。 
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